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入札公告本文及び入札説明書の正誤表 

 平成24年3月30日付けで公表しました「大阪府立成人病センター整備事業」の入札公告本文及び入札説明書について、一部誤りがありまし

たので次の通り訂正します。 

  平成24年4月6日 

 

〔入札公告本文〕 

訂正後 訂正前 

６ 入札書類の提出 

（中略） 

(6) 入札参加資格がないと認められた者に対する理由の説明 

(中略) 

イ 回答方法 

平成24年10月18日（木）までに書面により回答する。 

(7) この入札は、入札説明書において、あらかじめ予定価格を公

表して行う。 

７ 事業者の選定方法等 

６ 入札書類の提出 

（中略） 

(6) 入札参加資格がないと認められた者に対する理由の説明 

(中略) 

イ 回答方法 

平成24年10月18日（木）までに書面により回答する。 

 

 

７ 事業者の選定方法等 

８ 事業契約に関する事項 

(1)  基本協定の締結 

落札者は、落札者決定通知後14日以内に病院機構と資料4「基

本協定書案」に基づく基本協定を締結しなければならない。  

８ 事業契約に関する事項 

(1)  基本協定の締結 

落札者は、落札者決定通知後14日以内に病院機構と資料4「基

本協定書案」に基づく基本協定を締結しなければならない。 (2) 

本工事の入札は、あらかじめ予定価格及び最低制限価格を公表し

て行う。 
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〔入札説明書〕 

訂正後 訂正前 

(p.14)  

第 4  入札の手続き等 

2 入札等のスケジュール 

 （中略） 

4月 20日まで 

 

 

（中略） 

入札説明書等に対する個別対話の申

込受付 

 
 

(P.14)  

第 4  入札の手続き等 

2 入札等のスケジュール 

  （中略） 

4月 16日まで 

（中略） 

入札説明書等に対する個別対話の申

込受付 

 
 

(p.17) 

 6 入札説明書等に対する個別対話の実施 

（中略） 

(1) 個別対話の申込方法 

個別対話を希望する者は、平成 24 年 4 月 20日（金）午後

5 時までに、この入札・・・ 

(p.17) 

 6 入札説明書等に対する個別対話の実施 

（中略） 

(1) 個別対話の申込方法 

個別対話を希望する者は、平成 24年 4 月 16日（月）午後 5

時までに、この入札・・・ 
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訂正後 訂正前 

(p.20) 

 (4) 入札書類の作成方法等 

（中略） 

④ 入札価格の算定方法については・・・（中略）・・・をもって

契約金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る

課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契

約希望金額の105分の100に相当する金額を入札書に記載する

こと。 

 

(p.20) 

 (4) 入札書類の作成方法等 

（中略） 

④ 入札価格の算定方法については・・・（中略）・・・をもって

契約金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る

課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契

約希望金額から割賦利息を控除した金額の105分の100に相当

する金額を加算した金額を入札書に記載すること。 

 

(p.21) 

 (6) 入札書類の取り扱い 

(中略) 

⑤ 入札保証金 

免除とする。 

・・・（中略）・・・本件事業に係る落札価格の 1000分の 2

に相当する金額を、違約金として病院機構に支払わなければ

ならない。ただし、落札者が大阪府立病院機構入札参加停止

要綱別表第 6 号（安全管理措置）(2)イの規定により入札参

加停止 1ヶ月の措置を講じられ又は同内容の措置用件に該当

したことにより、病院機構が事業契約を締結しなかった場合

はこの限りでない。 

 

 

(p.21) 

 (6) 入札書類の取り扱い 

(中略) 

⑤ 入札保証金 

免除とする。 

・・・（中略）・・・本件事業に係る落札価格の 1000分の 2

に相当する金額を、違約金として病院機構に支払わなければ

ならない。なお、落札者が大阪府立病院機構入札参加停止要

綱別表第 6 号（安全管理措置）(2)イの規定により入札参加

停止 1ヶ月の措置を講じられ又は同内容の措置用件に該当し

たことにより、病院機構が事業契約を締結しなかった場合

は、上記違約金に代えて 1000 分の 1 に相当する金額を病院

機構に支払わなければならない。 
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訂正後 訂正前 

(p.25) 

第 7 事業契約に関する事項 

(中略) 

(2) 契約保証金等 

・・・（中略）・・・ 

イ 政府の保証のある債券又は銀行、農林中央金庫、商工組

合中央金庫若しくは全国を地区とする信用金庫連合会の

発行する債券。この場合において提供される担保の価値は

額面金額又は登録金額（発行価格が額面金額又は登録金額

と異なるときは、発行価格）の 8 割に相当する金額による。 

 

(p.25) 

第 7 事業契約に関する事項 

(中略) 

(2) 契約保証金等 

・・・（中略）・・・ 

イ 政府の保証のある債券又は銀行、農林中央金庫、商工組

合中央金庫若しくは全国を地区とする信用金庫連合会の

発行する債券。この場合において提供される担保の価値

は、額面金額又は登録金額（発行価格が額面金額又は登録

金額と異なるときは、発行価格）の 8 割に相当する金額に

よる。 

 



- 5 - 

〔入札説明書付属様式〕 

訂正後 訂正前 

様式4－1の表下部 

※1 平成24年4月20日(金)午後5時必着 

・・・（中略）・・・ 

※7 様式4－1を提出したグループは、様式4－2も平成24年4月20日

(金)午後5時必着で提出してください。 

 

様式4－1の表下部 

※1 平成24年4月16日(月)午後5時必着 

・・・（中略）・・・ 

※7 様式4－1を提出したグループは、様式4－2も平成24年4月16日

(月)午後5時必着で提出してください。 

 

様式4－2の表下部 

※1 様式4－1を提出したグループは、様式4－2も平成24年4月20日

(金)午後5時必着で提出してください。 

様式4－2の表下部 

※1 様式4－1を提出したグループは、様式4－2も平成24年4月16日

(月)午後5時必着で提出してください。 

 

以上 


